
2 2 2 2 監視指導監視指導監視指導監視指導

((((１１１１))))　　　　年度別監視指導状況年度別監視指導状況年度別監視指導状況年度別監視指導状況施設数 目標監視件数※1 監視件数※2 監視率※3 施設数 目標監視件数※1 監視件数※2 監視率※3 施設数 目標監視件数※1 監視件数※2 監視率※324 88,481 80,728 78,147 96.8% 32,590 22,378 21,678 96.9% 55,891 58,350 56,469 96.8%23 89,652 81,653 82,755 101.3% 32,648 23,193 23,446 101.1% 57,004 58,460 59,309 101.5%22 90,420 84,052 78,030 92.8% 33,286 24,666 21,386 86.7% 57,134 59,386 56,644 95.4%21 92,365 86,047 90,177 104.8% 33,962 26,084 24,760 94.9% 58,403 59,963 65,417 109.1%20 94,168 91,002 84,633 93.0% 35,200 27,406 25,318 92.4% 58,968 63,596 59,315 93.3%許可を 24 54,930 ― 45,403 ― 18,813 ― 11,489 ― 36,117 ― 33,914 ―要する 23 55,699 ― 48,180 ― 18,919 ― 13,144 ― 36,780 ― 35,036 ―施設 22 56,768 ― 44,268 ― 19,283 ― 12,011 ― 37,485 ― 32,257 ―21 58,533 ― 51,844 ― 19,932 ― 14,244 ― 38,601 ― 37,600 ―20 59,941 ― 48,666 ― 20,536 ― 14,798 ― 39,405 ― 33,868 ―許可を 24 33,551 ― 32,744 ― 13,777 ― 10,189 ― 19,774 ― 22,555 ―要しな 23 33,953 ― 34,575 ― 13,729 ― 10,302 ― 20,224 ― 24,273 ―い施設 22 33,652 ― 33,762 ― 14,003 ― 9,375 ― 19649 ― 24387 ―21 33,832 ― 38,333 ― 14,030 ― 10,516 ― 19,802 ― 27,817 ―20 34,227 ― 35,967 ― 14,664 ― 10,520 ― 19,563 ― 25,447 ―（注）　施設数は，平成24年３月末現在。※1　監視指導計画に基づく目標監視件数※2　監視指導計画に基づく監視件数※3　監視指導計画に基づく実施率
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合計
政令市保健所区分 年度 総　　　　　　　数 県立保健所

　県内の食品関係営業施設は，営業許可を要する施設が５４，９３０施設，営業許可を要しない施設が３３，５５１施設で併せて８８，４８１施設である。　平成２４年度の監視指導の状況は，監視総件数７８，１４７件，実施率９６．８％であり，内訳は，営業許可を要する施設４５，４０３件，営業許可を要しない施設３２，７４４件であった。



((((２２２２))))　　　　業種別監視指導状況業種別監視指導状況業種別監視指導状況業種別監視指導状況　ア　許可を要する施設に対する監視指導状況営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数88,481 78,147 32,590 21,678 55,891 56,469一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 21,506 13,660 4,808 2,148 16,698 11,512仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 4,007 6,434 1,512 1,519 2,495 4,915旅 館 719 574 398 248 321 326そ の 他 3,538 1,279 2,015 797 1,523 4822,219 3,242 936 871 1,283 2,37112 96 6 50 6 460 0 0 0 0 042 147 17 63 25 842 8 2 8 0 03,834 5,533 1,582 1,266 2,252 4,26720 94 14 10 6 8463 210 13 47 50 163215 441 80 96 135 34550 94 29 41 21 536,835 2,348 2,450 659 4,385 1,68930 53 13 9 17 4489 203 30 97 59 1066,482 4,208 2,555 1,350 3,927 2,858193 388 56 78 137 3103,330 3,591 1,412 1,156 1,918 2,43546 98 18 26 28 7213 47 4 16 9 3113 25 7 7 6 181 0 1 0 0 098 107 81 74 17 3385 128 46 50 39 7827 35 17 7 10 2880 51 52 31 28 20131 215 80 106 51 1093 3 1 2 2 1155 241 75 112 80 129856 1,467 392 385 464 1,08262 76 20 12 42 640 0 0 0 0 085 221 48 112 37 10929 48 12 3 17 4560 38 31 33 29 554,930 45,403 18,813 11,489 36,117 33,914（注）　施設数は，平成24年3月末現在。

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

業　　　種飲食店営業菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 製 造 業
総数（１）＋（２）

乳 処 理 業特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業
魚 介 類 せ り 売 営 業集 乳 業

計　　　　　　　　　（１）

政　　　令　　　市　　　計

ソ ー ス 類 製 造 業酒 類 製 造 業豆 類 製 造 業

喫 茶 店 営 業あ ん 類 製 造 業
魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業

氷 雪 販 売 業

県　　　立　　　計

納 豆 製 造 業
乳 酸 菌 飲 料 製 造 業
ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業乳 類 販 売 業

添加物（法11条第1項の規定により規格が定められたも の に 限 る 。 ） 製 造 業食 品 の 放 射 線 照 射 業清 涼 飲 料 水 製 造 業氷 雪 製 造 業

魚 介 類 販 売 業

め ん 類 製 造 業そ う ざ い 製 造 業
醤 油 製 造 業

県　　　合　　　計

乳 製 品 製 造 業

み そ 製 造 業
食 肉 販 売 業食 肉 製 品 製 造 業食 肉 処 理 業
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イ　許可を要しない施設に対する監視指導状況 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数学 校 381 262 136 182 245 80病 院 ・ 診 療 所 555 423 172 174 383 249事 業 所 120 193 33 49 87 144そ の 他 1,185 475 477 266 708 209238 7 218 4 20 33,577 5,149 2,285 2,413 1,292 2,7363,513 3,807 1,641 1,214 1,872 2,5933,669 3,977 1,633 1,226 2,036 2,7515,369 3,721 2,166 1,321 3,203 2,40011,175 10,701 3,887 2,380 7,288 8,32112 21 6 16 6 52,209 2,066 708 554 1,501 1,5120 2 0 2 0 01,548 1,940 415 388 1,133 1,55233,551 32,744 13,777 10,189 19,774 22,555（注）　施設数は，平成24年3月末現在。計　　　　　　（２）

そ う ざ い 販 売 業
氷 雪 採 取 業
野 菜 ・ 果 物 販 売 業

器 具 ・ 容 器 包 装 ・ お も ち ゃ の製 造 業 又 は 販 売 業添 加 物 の 販 売
菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）
食 品 製 造 業
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県　　　立　　　計 政　　令　　市　　計

添加物（法第11条第１項の規定により規格が定められ た も の を 除 く 。 ） の 製 造 業

県　　　合　　　計業　　　　　　　　種給食施設乳 さ く 取 業



((((３３３３))))　　　　保健所保健所保健所保健所，，，，支所別監視指導状況支所別監視指導状況支所別監視指導状況支所別監視指導状況
施設数 目標監視件数 監視件数 実施率 施設数 監視件数 施設数 監視件数88,481 80,728 78,147 96.8% 54,930 45,403 33,551 32,74432,590 22,378 21,678 96.9% 18,813 11,489 13,777 10,1893,765 2,083 3,326 159.7% 2,331 1,278 1,434 2,048広島 5,759 4,289 2,969 69.2% 3,315 1,750 2,444 1,219呉 1,078 1,147 1,156 100.8% 538 431 540 7255,888 2,913 2,873 98.6% 3,812 1,736 2,076 1,137東部 7,863 6,514 6,888 105.7% 5,169 4,005 2,694 2,883福山 2,386 2,092 2,339 111.8% 1,237 1,131 1,149 1,2085,851 3,340 2,127 63.7% 2,411 1,158 3,440 96955,891 58,350 56,469 96.8% 36,117 33,914 19,774 22,55533,317 43,900 41,649 94.9% 23,411 25,594 9,906 16,0558,896 5,000 5,008 100.2% 4,400 2,554 4,496 2,45413,678 9,450 9,812 103.8% 8,306 5,766 5,372 4,046（注）　施設数は，平成24年3月末現在。
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呉　　　市福　山　市
北部政　令　市　計広　島　市
西部東

県　立　計西部
保健所・支所 総　　　　　　　　　計 許 可 を 要 し な い 施 設許 可 を 要 す る 施 設総　　計



((((４４４４))))　　　　保健所保健所保健所保健所，，，，支所別業種別食品営業施設数支所別業種別食品営業施設数支所別業種別食品営業施設数支所別業種別食品営業施設数　ア　許可を要する施設 広島 呉 福山3,782 5,756 1,028 5,881 7,855 2,511 5,792 32,605 31,300 8,896 13,743 53,939 86,544一般食堂・レストラン等 589 809 85 1,025 1,368 274 662 4,812 12,318 1,637 2,739 16,694 21,506仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 166 272 44 292 387 112 258 1,531 1,572 307 646 2,525 4,056旅 館 54 76 11 55 114 18 53 381 156 63 100 319 700そ の 他 344 284 98 355 748 120 113 2,062 168 213 1,162 1,543 3,605127 144 16 177 257 78 151 950 747 159 378 1,284 2,2341 2 2 1 6 4 0 2 6 120 0 0 0 0 0 0 01 5 5 4 3 18 11 0 13 24 420 1 1 2 0 0 0 0 2209 248 91 303 404 104 216 1,575 1,331 431 498 2,260 3,8352 1 3 6 1 1 14 2 2 2 6 201 4 7 2 14 20 11 19 50 6415 12 6 14 28 2 2 79 95 12 33 140 2195 1 7 9 1 8 31 12 0 9 21 52314 521 20 572 568 139 186 2,320 2,881 504 943 4,328 6,6488 2 1 2 13 10 1 6 17 302 2 5 11 3 6 29 34 11 13 58 87267 514 66 533 671 178 305 2,534 2,366 560 1,006 3,932 6,4667 6 13 12 4 14 56 107 19 11 137 193155 236 53 281 349 114 212 1,400 1,145 307 482 1,934 3,3341 2 1 7 1 5 17 9 7 12 28 453 1 0 4 4 0 4 8 122 1 1 3 7 3 0 3 6 131 0 1 0 0 0 0 13 11 3 12 12 12 27 80 7 7 4 18 984 5 6 12 7 1 11 46 13 16 10 39 851 6 2 4 4 1 18 4 1 8 13 311 9 2 22 6 2 10 52 11 11 6 28 802 16 4 13 22 4 18 79 23 16 12 51 1300 1 1 2 0 0 2 35 10 5 9 27 9 14 79 40 10 32 82 16138 51 9 67 105 49 89 408 262 75 140 477 8852 2 1 8 2 5 20 12 4 26 42 620 0 0 0 0 0 02 9 2 11 17 2 5 48 16 9 13 38 861 1 2 2 3 1 2 12 11 3 4 18 304 5 1 7 13 1 31 15 4 10 29 602,330 3,265 525 3,810 5,179 1,237 2,384 18,730 23,411 4,400 8,346 36,157 54,887（注）　施設数は，平成25年3月末現在

業種名 東部飲食店営業
県計県立計 広島市 呉市 福山市 政令市計北部西部東

ソ ー ス 類 製 造 業酒 類 製 造 業

西部

喫 茶 店 営 業あ ん 類 製 造 業アイスクリーム類製造業乳 類 販 売 業
食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業
食 肉 処 理 業食 肉 販 売 業食 肉 製 品 製 造 業乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

氷 雪 販 売 業
豆 腐 製 造 業納 豆 製 造 業
食 用 油 脂 製 造 業マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー トニ ン グ 製 造 業み そ 製 造 業醤 油 製 造 業

計　　　　　①
め ん 類 製 造 業そ う ざ い 製 造 業添加物（法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限 る 。 ） 製 造 業食 品 の 放 射 線 照 射 業清 涼 飲 料 水 製 造 業氷 雪 製 造 業

かん詰又はびん詰食品製造業（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

総合計（①＋②）
菓子（パンを含む。）製造業乳 処 理 業特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業乳 製 品 製 造 業集 乳 業魚 肉 ね り 製 品 製 造 業魚 介 類 販 売 業魚 介 類 せ り 売 営 業

保健所，支所名
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　イ　許可を要しない施設 広島 呉 福山学 校 17 21 3 12 30 8 34 125 137 32 76 245 370病 院 ・ 診 療 所 14 17 6 38 57 7 25 164 249 55 75 379 543事 業 所 2 9 2 3 11 4 4 35 62 7 17 86 121そ の 他 49 68 10 79 152 38 84 480 355 116 247 718 1,19836 54 10 16 16 17 69 218 13 0 7 20 238170 57 124 303 212 357 1,192 2,415 570 318 145 1,033 3,44857 415 82 290 261 133 396 1,634 908 340 626 1,874 3,50885 452 63 275 260 144 349 1,628 974 398 667 2,039 3,667132 534 81 313 491 195 418 2,164 1,200 759 1,249 3,208 5,372835 658 98 577 859 298 561 3,886 1,835 2,096 1,606 5,537 9,4231 4 1 6 1 3 2 6 127 91 10 105 223 50 210 696 820 254 429 1,503 2,1990 0 0 0 0 0 0 048 115 13 60 100 23 65 424 765 118 251 1,134 1,5581,452 2,491 503 2,071 2,676 1,274 3,408 13,875 7,889 4,496 5,397 17,782 31,657（注）　施設数は，平成25年3月末現在

5
0

県計広島市 呉市 福山市 政令市計

器具・容器包装，おもちゃの製造業 又 は 販 売 業

県立計東部 北部西部業種名  　　　     　　保健所，支所名

添加物（法第11条第１項の規定により規格が定められたものに限る。）製造 業

西部東

そ う ざ い 販 売 業菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）
計　　②

給　　　食施　　　設乳 さ く 取 業食 品 製 造 業野 菜 ・ 果 物 販 売 業
添 加 物 の 販 売 業氷 雪 採 取 業



　ウ　条例関係施設（イ 許可を要しない施設の再掲）広島 呉 福山294 335 83 439 608 162 304 2,225 1,740 553 679 2,972 5,19721 13 21 13 83 3 11 165 174 113 67 354 5193 11 17 15 24 0 0 70 17 74 42 133 20388 14 76 24 0 0 0 202 61 70 131 33312 1 20 10 7 0 0 50 25 27 2 54 104418 374 217 501 722 165 315 2,712 2,017 837 790 3,644 6,356（注）　施設数は，平成25年3月末現在

西部東 東部

計か き 作 業 場 ２ 類か き 作 業 場 １ 類魚 介 類 等 行 商 業加 工 水 産 物 製 造 業加 工 水 産 物 販 売 業 北部 県立計業種名　　　　　　保健所，支所名 西部

5
1

県計広島市 呉市 福山市 政令市計
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    ((((５５５５))))    夏期食品一斉監視結果夏期食品一斉監視結果夏期食品一斉監視結果夏期食品一斉監視結果についてについてについてについて    
   ア 実施期間     平成２４年７月２日（月） ～ ８月１７日（金）   イ 実施機関     広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。）   ウ 重点監視対象施設 (ア) 弁当調製施設，仕出し店，旅館等の大量調理施設，学校，病院等集団給食施設 (イ) 広域流通食品等を製造及び販売する施設     (ウ) 生食用食肉を取り扱う施設    (エ) 次の食品を製造，加工，調理又は販売する施設       卵，卵加工品，乳，乳製品，魚介類，魚介類加工品    (オ) と畜場・食鳥処理場，食肉処理施設   エ 実施結果    (ア) 施設立入（立入件数：３，７７５件，不適件数：１６３件（４．３％））      ① 要許可施設 主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 管理運営 基準等 製造 基準等 表示基準 その他 飲 食 店 営 業 ９４６ (４２.８) ８２ (８.７) ２５ ５５  ７ ３ 菓 子 製 造 業 １３７ (６.２) ７ (５.１) １ ４  １ １ 魚 介 類 販 売 業 ２６６ (１２.０) １９ (７.１) ５ １１  ２ １ 乳 類 販 売 業 ２８１ (１２.７) ５ (１.８)  ４ １   食 肉 販 売 業 ２７９ (１２.６) １１ (３.９) １ １１    豆 腐 製 造 業 ３１ (１.４) ５ (１６.１) １ ３  １  め ん 類 製 造 業 １５ (０.７) ２ (１３.３)  ２    そうざい製造業 ４６ (２.１) ４ (８.７) ２ ２  １  そ の 他 ２０７ (９.５) ６ (２.９) ０ ５  １ １ 計 ２,２０８ (１００.０) １４１ (６.４) ３５ ９７ １ １２ ６ 
     ② 食肉衛生重点指導（①再掲） 主な業種 施設数 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 管理運営基準等 製造 基準等 表示基準 と 畜 場 １ ２７ (６.１)       食 鳥 処 理 場 ２０ ６５ (１４.６)       飲 食 店 営 業 （ 焼 肉 専 門 店 ） １９５ ５８ (１３.１) １ (１.７)  １   食肉販売業（1 類） ５３７ ２７９ (６２.８) １１ (３.９) １ １１   食 肉 処 理 業 ５５ １５ (３.４)       計 ７０８ ４４４ (１００.０) １２ (２.７) １ １２   
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 ③ 許可を要しない施設 主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 
 （割合）  （不適率） 設備の 不備 食品の 取扱不良 表示基準 その他 給 食 施 設 ６４ (４.１) ２ (３.１)    ２ 食 品 製 造 業 ６３ (４.０)       そうざい販売業 ２８１  (１７.９) ６ (２.１)  ２ ４  菓 子 販 売 業 ２９１ (１８.６)       食 品 販 売 業 ３２３ (２０.６) １３ (４.０) ２ ３ ７ １ そ の 他 ５４５ (３４.８) １ (０.２)  １   計 １,５６７ (１００.０) ２２ (１.４) ２ ６ １１ ３ 

 ④ 広域流通食品等を製造及び販売する施設に対する監視指導 延べ４７施設（飲食店営業 ６施設，菓子製造業 ７施設，食肉処理業 ６施設， そうざい製造業 １施設，その他 ２７施設） 
 

 (イ) 食品・食品添加物等の検査及び収去試験 食品・食品添加物等（検査件数：４５９件，不適件数：２件） 食品等 検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 
 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 魚 介 類 及 び そ の 加 工 品 ５１ (１１.１)       食肉，食肉製品及び食肉加工品 ２２  (４.８)       乳，乳製品及び 乳 類 加 工 品         卵 及 び そ の 加 工 品 １  (０.２)       め ん 類 ７  (１.５)       菓 子 類 ３４  (７.４) １ (２.９)    １ 穀 類 加 工 品 １１  (２.４)       野菜・果物及びそ の 加 工 品 １６２  (３５.３)       そうざい及び そ の 半 製 品 ６９ (１５.０)       そ の 他 １０２ (２２.３) １ (１.０)  １   計 ４５９ (１００.０) ２ (０.４)  １  １ 
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    ((((６６６６))))    食品等食品等食品等食品等のののの年末一斉監視結果年末一斉監視結果年末一斉監視結果年末一斉監視結果についてについてについてについて       ア 実施期間     平成２４年１２月３日（月）～１２月２８日（金）   イ 実施機関     広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。）   ウ 重点監視対象施設 (ア)  弁当調製施設，仕出し店，旅館等の大量調理施設，学校，病院等集団給食施設 (イ)  広域流通食品等を製造及び販売する施設 (ウ) 生食用食肉を取り扱う施設 (エ) 食肉を処理又は販売する施設及び飲食店 (オ) 次の食品を製造，加工，調理又は販売する施設       卵，卵加工品，乳，乳製品，魚介類，魚介類加工品   エ 実施結果    (ア) 施設立入（立入件数：２,９３８件，不適件数：１７７件（６．０％））     ① 要許可施設 主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 
 （割合）  （不適率） 施設基準 管理運営基準等 表示基準 その他 飲 食 店 営 業 ６６８ (４２.３) ７１ (１０.６) ３４ ３１ １２ ４ 菓 子 製 造 業 １１４ (７.２) １０ (８.８) ３ ８ １  魚介類販売業 ２００ (１２.７) ２２ (１１.０) ４ １０ １２ ３ 乳 類 販 売 業 ２１５ (１３.６) ４ (１.９)  ３  １ 食 肉 販 売 業 ２０２ (１２.８) ２２ (１０.９) ３ ９ １０ １ 豆 腐 製 造 業 １９ (１.２) ２ (１０.５) ２    めん類製造業 １１ (０.７) １ (９.１) １    そうざい製造業 ４０ (２.５) ２ (５.０)  １ １  そ の 他 １１２ (７.０) ５ (４.５) ２ ２ １  計 １,５８１ (１００.０) １３９ (８.８) ４９ ６４ ３７ ９ 

  ② 食肉衛生重点指導（①再掲） 主な業種 施設数 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 
 （割合）  （不適率） 施設 基準 管理運営基準等 表示 基準 その他 と 畜 場 １ １４ (６.２)       飲 食 店 営 業 （ 焼 肉 専 門 店 ） １９８ ９ (４.０)       食 肉 処 理 業 ５６ ２ (０.９)       食肉販売業（１類） ３１７ ２０２ (８８.９) ２２ （１０.９） ３ ９ １０ １ 計 ５７２ ２２７ (１００.０) ２２ （９.７） ３ ９ １０ １ 
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 ③ 許可を要しない施設 主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 
 （割合）  （不適率） 設備の 不備 食品の 取扱不良 表示基準 その他 給 食 施 設 ７０ (５.２) ６ (８.６) ４ ５  ２ 食 品 製 造 業 １８３ (１３.５) １ (０.５)    １ そうざい販売業 ２０５  (１５.１) ４ (２.０)   ４  菓 子 販 売 業 ２１１ (１５.５) ３ (１.４)   ３  食 品 販 売 業 ２４８ (１８.３) ２２ (８.９)  ６ １３ ３ そ の 他 ４４０ (３２.４) ２ (０.５)   ２  計 １,３５７ (１００.０) ３８ (２.８) ４ １１ ２２ ６ 

 ④ 広域流通食品等を製造及び販売する施設に対する監視指導 延べ２３施設（飲食店営業  ４施設，菓子製造業  １施設，そうざい製造業  ５施設，       その他 １３施設）  
(イ) 食品・食品添加物等の検査及び収去試験 食品・食品添加物等（検査件数：２３８件，不適件数：０件） 食品等 検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 魚 介 類 及 び そ の 加 工 品 １１２ (４７.１)       食肉，食肉製品及び食肉加工品 ６  (２.５)       菓 子 類 ２８  (１１.８)       漬 物 ２３ (９.７)       野菜・果物及びそ の 加 工 品 ４  (１.７)       そうざい及び そ の 半 製 品 ６２ (２６.０)       そ の 他 ３  (１.２)       計 ２３８ (１００.０)       

 

 


